
 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

受
付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 
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議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 火葬場について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国の総合経済対

策について 

 

 

 

 

 

３ 野生動物による

被害が多発してい

る件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ ６月議会の一般質問において火葬場について

質問した。その際にみよし市との協議をお願い

したがどうなったか伺う。 

⑵ 町長はみよし市長と面談したのか伺う。 

⑶ 東郷町民だけが７万円もかかり名古屋市民は

５千円という事を知らなかった町民から大きな

反響が来たが、町の補助について検討したか伺

う。 

⑷ 東郷町の将来像を伺う。 

 

⑴ 政府が近く取りまとめる総合経済対策の概要

で、地方自治体が自由に使える交付金を拡充し、

コメなどの食料品の購入を支援するとしている

ようであるが、現在分かっている内容を伺う。 

⑵ 東郷町としてどのように活用していくのか伺

う。 

 

⑴ 東郷町では、これまでにキツネや猿、アライ

グマ、鹿など発見されているが、東郷町には野

生動物は何がいるか伺う。 

⑵ 野生動物による野菜などの被害はあるのか伺

う。 

⑶ 東郷町には熊の目撃などはないが、長久手市

や豊田市大沼町で目撃情報があり、熊の移動距

離を考えると他ごとでもない。 

  熊やイノシシなどの対策としてどのような準

備がされているか伺う。 

⑷ 第一種銃猟免許（散弾銃、ライフル銃）、第二

種銃猟免許（空気銃）、わな猟免許、網猟免許の

４種類に分かれていますが、東郷町在住の方で

それぞれの資格者の人数を伺う。 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

水川 淳 

 

山田達郎 

１０ 
令和７年１１月１４日 

午前１２時００分（メール） 

 

10 

無所属の会 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 2 10 番 氏名 山田達郎 

 

⑸ カラスなどを駆除すると足と引き換えに報酬

を払う自治体があるが、東郷町はどのようにな

っているのか伺う。 

⑹ 10年の経験がないとライフル銃の許可が出

ない。高齢化で将来に備えて育成していく必要

があると思うが如何か。 

 

 

 

 


